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e-Taxにより税務署に提出する。

確定申告書等を印刷して税務署に提出する。

作成する確定申告書の提出方法

生年月日等入力

申告の種類　

税務署から青色申告の承認を受けている場合はチェックをしてください。

※　青色申告とは、事業所得や不動産所得、山林所得を生ずる業務を営む方が、青色
　申告承認申請書を税務署に提出して承認（みなし承認を含む。）を受けて行う申告
　のことです。

申告される方の生年月日【必須】

※　入力した生年月日は、申告書等への表示や控除額の計算に使用します。

昭和 年 月 日25 3 9

※　お使いのパソコンの環境などにより、「確定申告書等作成コーナー」をご利用になれない場合があります。
※　24ページから31ページに掲載の「確定申告書等作成コーナー」の画面は、ご利用になる際の画面と異なる場合があります。
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左のボタン選択が
お分かりにならない方

左記以外の所得のある方
（全ての所得対応）

給与・年金の方
（給与・年金専用）

給与所得や年金所得のみの方専用
の 初めての方でも操作しやすい画面に入
力し、申告書等を作成します。

全ての所得・控除等に対応した入力画面か
ら、必要な項目をご自身で選択・入力し、
申告書等を作成します。

表示される質問に「はい」又は「いいえ」
で答え、回答に応じて表示される画面に入
力し、申告書等を作成します。

ご利用例ご利用例 ご利用例
・サラリーマンの方で、医療費控除や寄附
  金控除、住宅ローン控除等を受ける方

・事業、不動産、退職所得のある方

・所得が年金（国民年金、企業年金、個人年
  金等）のみの方
・所得が給与と年金のみの方

など
など

など

・左の作成手順について、どちらを選択すれ
　ばよいかお分かりにならない方・給与と年金以外の所得（配当、一時、譲渡

　等）があり、医療費控除や寄附金控除、
　住宅ローン控除等を受ける方

　e-Tax・書面提出の選択やパソコン等の環境確認などの画面に順次進みますので、画面の手順に従い
入力し作成する申告書等の選択 画面へ進みます。

　「作成開始」をクリックします。

ご利用ガイド
　「確定申告書等作成コーナー」の「ご利用ガ
イド」では、【作成の流れ】、【入力例】、【ご
利用になれない方】などを掲載しています。
　なお、【入力例】では、この冊子の以下の
事例について「確定申告書等作成コーナー」
で申告書を作成する場合の具体的な入力例
を掲載しています。
【事例１】…「一般の譲渡」
【事例２】…「マイホームの売却による譲渡益」
【事例３】…「マイホームの売却による譲渡損」
　
　また、土地建物等の譲渡所得がある方で、
譲渡契約件数が４件以上ある場合、保証債務
の特例（所法 64 条２項）の適用を受ける場
合などは、「確定申告書等作成コーナー」をご
利用になれません。
　詳しくは、国税庁ホームページの「確定
申告書等作成コーナー」の【ご利用になれな
い方】でご確認ください。

❶　作成する申告書等の選択 画面で、所得税を選択します。

❷　入力方法選択画面で、入力方法を選択します。

❸　申告書の作成をはじめる前に画面で、申告書の提出方法及び生年月日を入力します。

はじめに

【事例４】　「確定申告書等作成コーナー」を利用しての具体的入力例
　私は、所有していた先祖伝来のＫ市△△町３－10－１の農地（公簿：1,000.00㎡、地目：畑）を、4,500万

円で売却しました。

　買主との売買契約は、平成30年６月１日に締結して、手付金として450万円を受領し、同年７月20日に

残金4,050万円を受領するとともに、農地を買主に引き渡しました。

　なお、この農地は市街化区域内にあり、買主は購入した農地を宅地に転用する予定でしたので、農地法

第５条による農業委員会への届出を同年６月１日に行い、同月８日に農業委員会の受理通知が発行され

ています。

　この農地を売却する際に、仲介手数料1,522,800円及び売買契約書に貼り付けた収入印紙代10,000円

がかかりました。

　私には、この農地の売却による収入以外に、給与（収入金額180万円）と公的年金（収入金額2,772,100円）

があります。

（入力した部分は、便宜上、青色で印刷しています。）

　この事例では、所得税及び復興特別所得税の確定申告書
等を作成しますので、平成30年分の申告書等の作成の　　　
をクリックしてください。

　事業所得や不動産所得のある方は、最初に「青色申告決
算書・収支内訳書」を作成してください。
　この事例は、土地建物等の譲渡所得、給与所得及び公的
年金等の雑所得ですので、作成の必要はありません。

　この事例では、土地建物等の譲渡所得について申告をしま
すので、給与所得者の方であっても「給与・年金の方（給与・
年金専用）」ではなく、「左記以外の所得のある方（全ての
所得対応）」の ➡作成開始 をクリックしてください。

　入力済みの「申告書の提出方法」が選択されていますので
確認してください。
　なお、申告書の提出方法について、「書面提出」を選択し
た方は、「作成する確定申告書の提出方法」欄は表示されま
せん。

　事業所得や不動産所得のある方で、事前に税務署で青色
申告の承認を受けている場合は□✓チェックを付けてください。
　この事例は、土地建物等の譲渡所得、給与所得及び公的年
金等の雑所得の方ですので、□✓チェックの必要はありません。

　あなたの生年月日を入力し、入力終了（次へ）＞ をクリック
してください。

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をクリックします。

売買契約書等から譲渡による収入金額、必要経費などを入力します（25 ～ 29 ページ参照）。

譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）【土地・建物用】など
申告書第三表〔分離課税用〕（税金の計算部分を除く）

源泉徴収票等から給与の支払金額や公的年金等の支払金額などを入力します（30 ～ 31ページ参照）。

申告書Ｂ第一表
申告書Ｂ第二表
申告書第三表〔分離課税用〕（税金の計算部分）

「確定申告書等作成コーナー」へアクセス！
　売買契約書や領収書等から収入金額などを入力！
　　　　　　　確定申告書が自動計算され便利に作成！

e-Taxでデータ送信 又は 印刷して税務署に郵送等で提出します。  

◇◇◇　「確定申告書等作成コーナー」の入力手順　◇◇◇

◇◇◇　「確定申告書等作成コーナー」へはこちらから　◇◇◇
国税庁ホームページ ※この画面は、平成30年10月現在のものです。

居住用財産を売却した場合の各種特例のチェックシート（措法36条の２を除く）

次ページの❶へ


